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規程の訂正時間は超勤だ！

会社は、東海労の申し入れに対し「規程類の訂正は業務

に必要な労働時間の中で十分措置出来る」と回答していま

す。

本来、乗務員行路の労働時間には「規程類の訂正時間」

として盛り込まれている時間はありません。

皆さんは、本当に出来ていると思いますか？

会社の回答は、規程類の訂正は業務に必要であり、労働

時間であるということになります。

しかし、規程の訂正が労働時間内で出来ないため超勤申

請をしましたが、会社は、自分の時間で出来るとして申請

を返却してきました。

皆さんは、おかしいと思いますか？当然と思いますか？

サービス労働を撲滅しよう！


